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(57)【要約】
【課題】照明光の青色成分と緑色成分の割合が変化した
としても、深さが異なる複数種類の血管を確実に判別す
る。
【解決手段】白色光ＢＢと青色狭帯域光ＢＮが被検体に
同時照射される。白色光ＢＢと青色狭帯域光ＢＮの光量
比は、光量比設定部３７ａで設定される。被検体をカラ
ーのＣＣＤ４４で撮像することにより青色信号Ｂ、緑色
信号Ｇ、赤色信号Ｒを得る。これら３色の信号Ｂ，Ｇ，
Ｒからベース画像を生成する。青色信号Ｂ及び緑色信号
Ｇ間の信号比であるＢ／Ｇ比から構成されるＢ／Ｇ画像
を生成する。B／G画像において、B／G比が粘膜と表層血
管の境界値Lｓ以下である画素を抽出することにより、
表層血管抽出画像を得る。B／G比が粘膜と中深層血管の
境界値Lｄ以上である画素を抽出することにより、中深
層血管抽出画像を得る。これら境界値Ｌｓ、Ｌｄは、光
量比設定部３７ａで設定された光量比によって異なって
いる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに波長域が異なる第１及び第２照明光を含む２つ以上の照明光を発する発光部と、
前記第１及び第２照明光の光量比を設定する光量比設定部とを有し、前記光量比設定部で
設定された光量比で、前記第１及び第２照明光を被検体に照射する照明手段と、
　前記被写体からの戻り光を撮像素子で受光して撮像することによって、互いに異なる色
情報を持つ２つ以上の色信号を取得する画像信号取得手段と、
　前記２以上の色信号を用いて各画素毎に所定の演算をすることで得られる演算値から構
成される多色画像を生成する多色画像生成手段と、
　前記多色画像に対して、前記光量比によって異なる血管抽出処理を行うことによって、
前記多色画像から特定深さにある第１層血管が抽出された第１層血管抽出画像、または前
記多色画像から前記第１層血管よりも深い位置にある第２層血管が抽出された第２層血管
抽出画像の少なくともいずれか一方を生成する血管抽出画像生成手段とを備えることを特
徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記光量比設定部は、予め定められた複数の光量比の中からいずれかの光量比を設定し
、
　前記血管抽出画像生成手段は、
　前記複数の光量比ごとに設けられ、前記被検体上の粘膜、前記第１層血管、及び前記第
２層血管と演算値との相関関係を記憶した複数の演算値テーブルと、
　前記光量比設定部で設定された光量比に対応する演算値テーブルを用いた血管抽出処理
を行うことによって、前記第１層血管抽出画像、または前記第２層血管抽出画像の少なく
ともいずれか一方を生成する血管抽出画像生成部とを備えることを特徴とする請求項１記
載の内視鏡システム。
【請求項３】
　各演算値テーブルには、前記粘膜と前記第１層血管との境界を示す演算値が第１境界値
として記憶され、前記粘膜と前記第２層血管との境界を示す演算値が前記第２境界値とし
て記憶され、前記第１及び第２境界値は、各演算値テーブル毎に異なっていることを特徴
とする請求項２記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記第１層血管抽出画像を用いて、前記第１層血管が強調または抑制された第１層血管
強調・抑制画像を生成し、または前記第２層血管抽出画像を用いて、前記第２層血管が強
調または抑制された第２層血管強調・抑制画像を生成する血管強調・抑制画像生成手段を
備えることを特徴とする請求項１ないし３いずれか１記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記第１層血管強調・抑制画像または前記第２層血管強調・抑制画像の少なくともいず
れか一方を表示する表示手段を備えることを特徴とする請求項４記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記照明手段は、青色の励起光とこの青色励起光により波長変換部材で波長変換される
蛍光を含む第１照明光と、中心波長が前記励起光よりも短波長側に波長域を有する第２照
明光を前記被検体に向けて同時照射し、
　前記画像信号取得手段は、前記第１照明光及び第２照明光が同時照射された被検体を、
カラーの撮像素子で撮像することを特徴とする請求項１ないし５いずれか１項記載の内視
鏡システム。
【請求項７】
　前記波長変換部材は、前記第１及び第２照明光を被検体に向けて照射する内視鏡とは別
体の光源装置の内部に設けられることを特徴とする請求項６記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記波長変換部材は、前記第１及び第２照明光を被検体に向けて照射する内視鏡の先端
部に設けられることを特徴とする請求項６記載の内視鏡システム。
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【請求項９】
　前記励起光の中心波長は４４５nmであり、前記第２照明光の中心波長は４０５nmである
ことを特徴とする請求項６ないし８いずれか１項記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記第１の照明光は４２０ｎｍ付近を中心とする照明光であり、前記第２の照明光は５
３０ｎｍ付近を中心とする照明光であることを特徴とする請求項１ないし５いずれか１項
記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記色信号は、青色成分の情報が含まれる青色信号と緑色成分の情報が含まれる緑色信
号を有し、
　前記多色画像は、各画素毎に青色信号を緑色信号で除することで得られるＢ／Ｇ比から
構成されるＢ／Ｇ画像であることを特徴とする請求項１ないし１０いずれか１項記載の内
視鏡システム。
【請求項１２】
　互いに波長域が異なる第１及び第２照明光を含む２以上の照明光を発する発光部と、前
記第１及び第２照明光の光量比を設定する光量比設定部とを有し、前記光量比設定部で設
定された光量比で、前記第１及び第２照明光を被検体に照射する照明手段と、前記被写体
からの戻り光を撮像素子で受光して撮像することによって、互いに異なる色情報を持つ２
以上の色信号を取得する電子内視鏡とを有する内視鏡システムのプロセッサ装置において
、
　前記２以上の色信号を用いて各画素毎に所定の演算をすることで得られる演算値から構
成される多色画像を生成する多色画像生成手段と、
　前記多色画像に対して、前記光量比によって異なる血管抽出処理を行うことによって、
前記多色画像から特定深さにある第１層血管が抽出された第１層血管抽出画像、または前
記多色画像から前記第１層血管よりも深い位置にある第２層血管が抽出された第２層血管
抽出画像の少なくともいずれか一方を生成する血管抽出画像生成手段とを備えることを特
徴とする内視鏡システムのプロセッサ装置。
【請求項１３】
　互いに波長域が異なる第１及び第２照明光を含む２以上の照明光を発する発光部と、前
記第１及び第２照明光の光量比を設定する光量比設定部とを有し、前記光量比設定部で設
定された光量比で、前記第１及び第２照明光を被検体に照射する照明手段と、前記被写体
からの戻り光を撮像素子で受光して撮像することによって、互いに異なる色情報を持つ２
以上の色信号を取得する電子内視鏡とを有する内視鏡システム内で行われる画像処理方法
において、
　前記２以上の色信号を用いて各画素毎に所定の演算をすることで得られる演算値から構
成される多色画像を生成し、
　前記多色画像に対して、前記光量比によって異なる血管抽出処理を行うことによって、
前記多色画像から特定深さにある第１層血管が抽出された第１層血管抽出画像、または前
記多色画像から前記第１層血管よりも深い位置にある第２層血管が抽出された第２層血管
抽出画像の少なくともいずれか一方を生成することを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内における表層血管、中深層血管などの血管を抽出することができる
内視鏡システム、内視鏡システムのプロセッサ装置、及び画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の医療においては、内視鏡装置を用いた診断等が広く行われている。内視鏡装置に
よる被検体内の観察としては、被検体内を全体的に観察する通常観察の他、被検体上の特
定の部位など強調させて観察を行う特殊観察も行われるようになってきている。
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【０００３】
　この特殊観察においては、強調表示させた血管の形状パターンから、ガンか否かを鑑別
することが行われている。血管の種類としては、主に、生体組織表層に分布する表層血管
とその下方に位置する中深層血管とがあり、診断の目的に応じて、いずれかの血管に着目
して診断が行われることがある。この場合、着目しない血管が内視鏡画像上に混じってい
ると、診断の妨げになるおそれがあるため、画像上から表層血管、中深層血管のいずれか
を判別し、着目するほうの血管のみを抽出した画像をモニタに表示することが求められて
いた。
【０００４】
　この血管の深さ判別方法に関しては、特許文献１に、特定波長域（４１５nm、５４０nm
）の狭帯域光に基づいて生成される狭帯域画像の色相が５～３５の場合には表層血管と判
別し、色相Ｈが１７０～２００の場合に中深層血管と判別する方法が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１３５９８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年においては、通常観察及び特殊観察に用いる照明光源として、レーザー光源などの
半導体光源が用いられつつある。例えば、通常観察においては、中心波長４０５ｎｍの第
１青色レーザー光に加えて、中心波長４４５ｎｍの第２青色レーザー光を蛍光体に照射す
ることで励起発光する蛍光（緑色～赤色）を、被検体に照明することが行われている。ま
た、特殊観察においては、第１及び第２青色レーザ光の光量比を調整することによって、
照明光の各色の成分の比率を変化させることも行われている。生体組織への照明光の深達
度は波長依存性を有するため、明瞭化する部位を変更することができる。例えば、光量比
の調整によって照明光の青色成分を緑色成分よりも大きくした場合には、表層血管が明瞭
化し、反対に緑色成分を青色成分よりも大きくした場合には、中深層血管を明瞭化するこ
とができる。
【０００７】
　このように光量比の調整により、着目する血管を明瞭化することができるが、着目しな
い血管であっても、目立ちはしないものの、わずかに表示されている。このように僅かに
表示される血管は、着目する血管の視認性を低下させることとなる。したがって、上記の
ように、着目する血管のみを判別して抽出する必要がある。しかしながら、光量比を調整
した場合には、画像上の色相が変化してしまう。そのため、特許文献１のような色相に基
づく血管判別方法では、着目する血管を確実に抽出することはできない。
【０００８】
　本発明は、上記背景に鑑みてなされたもので、被検体に照明する照明光の青色成分と緑
色成分の割合が変化したとしても、深さが異なる複数種類の血管を確実に抽出することが
できる内視鏡システム、内視鏡システムのプロセッサ装置、及び画像処理方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の内視鏡システムは、互いに波長域が異なる第１及
び第２照明光を含む２つ以上の照明光を発する発光部と、前記第１及び第２照明光の光量
比を設定する光量比設定部とを有し、前記光量比設定部で設定された光量比で、前記第１
及び第２照明光を被検体に照射する照明手段と、前記被写体からの戻り光を撮像素子で受
光して撮像することによって、互いに異なる色情報を持つ２つ以上の色信号を取得する画
像信号取得手段と、前記２以上の色信号を用いて各画素毎に所定の演算をすることで得ら
れる演算値から構成される多色画像を生成する多色画像生成手段と、前記多色画像に対し
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て、前記光量比によって異なる血管抽出処理を行うことによって、前記多色画像から特定
深さにある第１層血管が抽出された第１層血管抽出画像、または前記多色画像から前記第
１層血管よりも深い位置にある第２層血管が抽出された第２層血管抽出画像の少なくとも
いずれか一方を生成する血管抽出画像生成手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　前記光量比設定部は、予め定められた複数の光量比の中からいずれかの光量比を設定し
、前記血管抽出画像生成手段は、前記複数の光量比ごとに設けられ、前記被検体上の粘膜
、前記第１層血管、及び前記第２層血管と演算値との相関関係を記憶した複数の演算値テ
ーブルと、前記光量比設定部で設定された光量比に対応する演算値テーブルを用いた血管
抽出処理を行うことによって、前記第１層血管抽出画像、または前記第２層血管抽出画像
の少なくともいずれか一方を生成する血管抽出画像生成部とを備えることが好ましい。
【００１１】
　各演算値テーブルには、前記粘膜と前記第１層血管との境界を示す演算値が第１境界値
として記憶され、前記粘膜と前記第２層血管との境界を示す演算値が前記第２境界値とし
て記憶され、前記第１及び第２境界値は、各演算値テーブル毎に異なっていることが好ま
しい。
【００１２】
　前記第１層血管抽出画像を用いて、前記第１層血管が強調または抑制された第１層血管
強調・抑制画像を生成し、または前記第２層血管抽出画像を用いて、前記第２層血管が強
調または抑制された第２層血管強調・抑制画像を生成する血管強調・抑制画像生成手段を
備えることが好ましい。前記第１層血管強調・抑制画像または前記第２層血管強調・抑制
画像の少なくともいずれか一方を表示する表示手段を備えることが好ましい。
【００１３】
　前記照明手段は、青色の励起光とこの青色励起光により波長変換部材で波長変換される
蛍光を含む第１照明光と、中心波長が前記励起光よりも短波長側に波長域を有する第２照
明光を前記被検体に向けて同時照射し、前記画像信号取得手段は、前記第１照明光及び第
２照明光が同時照射された被検体を、カラーの撮像素子で撮像することが好ましい。
【００１４】
　前記波長変換部材は、前記第１及び第２照明光を被検体に向けて照射する内視鏡とは別
体の光源装置の内部に設けられることが好ましい。前記波長変換部材は、前記第１及び第
２照明光を被検体に向けて照射する内視鏡の先端部に設けられることが好ましい。前記励
起光の中心波長は４４５nmであり、前記第２照明光の中心波長は４０５nmであることが好
ましい。前記第１の照明光は４２０ｎｍ付近を中心とする照明光であり、前記第２の照明
光は５３０ｎｍ付近を中心とする照明光であることが好ましい。前記色信号は、青色成分
の情報が含まれる青色信号と緑色成分の情報が含まれる緑色信号を有し、前記多色画像は
、各画素毎に青色信号を緑色信号で除することで得られるＢ／Ｇ比から構成されるＢ／Ｇ
画像であることが好ましい。
【００１５】
　本発明は、互いに波長域が異なる第１及び第２照明光を含む２以上の照明光を発する発
光部と、前記第１及び第２照明光の光量比を設定する光量比設定部とを有し、前記光量比
設定部で設定された光量比で、前記第１及び第２照明光を被検体に照射する照明手段と、
前記被写体からの戻り光を撮像素子で受光して撮像することによって、互いに異なる色情
報を持つ２以上の色信号を取得する電子内視鏡とを有する内視鏡システムのプロセッサ装
置において、前記２以上の色信号を用いて各画素毎に所定の演算をすることで得られる演
算値から構成される多色画像を生成する多色画像生成手段と、前記多色画像に対して、前
記光量比によって異なる血管抽出処理を行うことによって、前記多色画像から特定深さに
ある第１層血管が抽出された第１層血管抽出画像、または前記多色画像から前記第１層血
管よりも深い位置にある第２層血管が抽出された第２層血管抽出画像の少なくともいずれ
か一方を生成する血管抽出画像生成手段とを備えることを特徴とする。
【００１６】
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　本発明は、互いに波長域が異なる第１及び第２照明光を含む２以上の照明光を発する発
光部と、前記第１及び第２照明光の光量比を設定する光量比設定部とを有し、前記光量比
設定部で設定された光量比で、前記第１及び第２照明光を被検体に照射する照明手段と、
前記被写体からの戻り光を撮像素子で受光して撮像することによって、互いに異なる色情
報を持つ２以上の色信号を取得する電子内視鏡とを有する内視鏡システム内で行われる画
像処理方法において、前記２以上の色信号を用いて各画素毎に所定の演算をすることで得
られる演算値から構成される多色画像を生成し、前記多色画像に対して、前記光量比によ
って異なる血管抽出処理を行うことによって、前記多色画像から特定深さにある第１層血
管が抽出された第１層血管抽出画像、または前記多色画像から前記第１層血管よりも深い
位置にある第２層血管が抽出された第２層血管抽出画像の少なくともいずれか一方を生成
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、被検体に照明する第１及び第２照明光の光量比によって異なる血管抽
出処理を行っているため、光量比が変化したとしても、深さが異なる複数種類の血管を確
実に抽出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】電子内視鏡システムの外観図である。
【図２】電子内視鏡システムの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】中心波長４４５ｎｍの励起光、励起光を蛍光体に当てることによって励起発光す
る励起発光光、及び中心波長４０５ｎｍの青色レーザ光の発光スペクトルを示すグラフで
ある。
【図４】Ｒ色、Ｇ色、Ｂ色のカラーフィルターの分光透過率を示すグラフである。
【図５】第１光量比用テーブルに記憶されている血管深さとB／G比との関係を示すグラフ
である。
【図６】B成分とG成分の割合が略同じ照明光が、粘膜、表層血管、中深層血管に照射され
たときのＢ／Ｇ比を説明するための図である。
【図７】第２光量比用テーブルに記憶されている血管深さとB／G比との関係を示すグラフ
である。
【図８】B成分がG成分よりも大きい照明光が、粘膜、表層血管、中深層血管に照射された
ときのＢ／Ｇ比を説明するための図である。
【図９】第３光量比用テーブルに記憶されている血管深さとB／G比との関係を示すグラフ
である。
【図１０】G成分がB成分よりも大きい照明光が、粘膜、表層血管、中深層血管に照射され
たときのＢ／Ｇ比を説明するための図である。
【図１１】表層血管が強調され、中深層血管が抑制された画像を示す図である。
【図１２】表層血管が抑制され、中深層血管が強調された画像を示す図である。
【図１３】本発明の作用を示すフローチャートである。
【図１４】図２とは別実施形態の電子内視鏡システムの電気的構成を示すブロック図であ
る。
【図１５】図２、図１４とは別実施形態の内視鏡システムの電気的構成を示すブロック図
である。
【図１６】ロータリフィルタを示す図である。
【図１７】青色狭帯域光の強度分布及びロータリフィルタのＢフィルタ、Ｇフィルタ、Ｒ
フィルタの分光透過率を示すグラフである。
【図１８】シャッタ板を示す図である。
【図１９】（Ａ）は通常観察モード時の撮像制御を説明するための図であり、（Ｂ）は第
１～第３特殊観察モード時の撮像制御を説明するための図である。
【図２０Ａ】第１観察モード用のテーブルに記憶されている血管深さとＢ－Ｇ差との関係
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を示すグラフである。
【図２０Ｂ】第２観察モード用のテーブルに記憶されている血管深さとＢ－Ｇ差との関係
を示すグラフである。
【図２０Ｃ】第３観察モード用のテーブルに記憶されている血管深さとＢ－Ｇ差との関係
を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１に示すように、電子内視鏡システム１０は、被検体内を撮像する電子内視鏡１１と
、撮像により得られた信号に基づいて内視鏡画像を生成するプロセッサ装置１２と、被検
体を照明する光を発生する光源装置１３と、内視鏡画像を表示するモニタ１４とを備えて
いる。電子内視鏡１１は、体腔内に挿入される可撓性の挿入部１６と、挿入部１６の基端
部分に設けられた操作部１７と、操作部１７とプロセッサ装置１２及び光源装置１３との
間を連結するユニバーサルコード１８とを備えている。
【００２０】
　この電子内視鏡システム１０は、被検体上の表層血管を強調・抑制した表層血管強調・
抑制画像と中深層血管を強調・抑制した中深層血管強調・抑制画像を生成する機能を備え
ている。いずれの血管強調・抑制画像を生成するかは、表層・中深層選択SW２８（図２参
照）の操作によって決められる。また、電子内視鏡システム１０は、青色成分と緑色成分
が略同じ照明光で被検体内の観察を行う第１観察モード、青色成分が緑色成分よりも大き
い照明光で被検体内の観察を行う第２観察モード、緑色成分が青色成分よりも大きい照明
光で被検体内の観察を行う第３観察モードの３つの観察モードを備えている。これら第１
～第３観察モードは、観察モード選択ＳＷ２９（図２参照）により切り替えられる。
【００２１】
　挿入部１６の先端には、複数の湾曲駒を連結した湾曲部１９が形成されている。湾曲部
１９は、操作部のアングルノブ２１を操作することにより、上下左右方向に湾曲動作する
。湾曲部１９の先端には、体腔内撮影用の光学系等を内蔵した先端部１６ａが設けられて
いる。先端部１６ａは、湾曲部１９の湾曲動作によって体腔内の所望の方向に向けられる
。
【００２２】
　ユニバーサルコード１８には、プロセッサ装置１２および光源装置１３側にコネクタ２
４が取り付けられている。コネクタ２４は、通信用コネクタと光源用コネクタからなる複
合タイプのコネクタであり、電子内視鏡１１は、このコネクタ２４を介して、プロセッサ
装置１２および光源装置１３に着脱自在に接続される。
【００２３】
　図２に示すように、光源装置１３は、広帯域光源３０と、青色狭帯域光源３３と、カプ
ラー３６と、光源制御部３７とを備えている。広帯域光源３０は、中心波長４４５ｎｍの
励起光を発する励起光光源３０ａと、この励起光光源３０ａからの励起光によって緑色～
赤色の蛍光を励起発光する蛍光体３０ｂとを備えている。励起光光源３０ａは、ＬＥＤ（
light Emitting Diode）やＬＤ（Laser Diode）などの半導体光源で構成される。なお、
励起光光源３０ａは、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系レーザダイオードが使用でき、ま
た、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧａＮＡｓ系レーザダイオード等を用いること
もできる。
【００２４】
　蛍光体３０ｂは、励起光の一部を吸収して緑色～赤色に励起発光する複数種の蛍光物質
（例えばＹＡＧ系蛍光物質、或いはＢＡＭ（ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７）等の蛍光物質）を
含んで構成される。したがって、蛍光体３０ｂから発せられる緑色～赤色の励起発光光（
蛍光）と、蛍光体３０ｂにより吸収されず透過した励起光とが合波することにより、図３
に示すような発光スペクトルを有する白色光ＢＢ（疑似白色光）が生成される。生成され
た白色光ＢＢは、広帯域用光ファイバ３５に入射する。
【００２５】
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　なお、蛍光体３０ｂは略直方体形状を有していることが好ましい。この場合、蛍光体３
０ｂは、蛍光体物質をバインダで略直方体状に固めて形成してもよく、また、無機ガラス
などの樹脂に蛍光体物質を混合したものを略直方体状に形成してもよい。この蛍光体３０
ｂは、商品名としてマイクロホワイト（登録商標）（Micro White（ＭＷ））とも呼ばれ
ている。
【００２６】
　青色狭帯域光源３３はＬＥＤ（light Emitting Diode）やＬＤ（Laser Diode）などで
あり、図３に示すように、波長が４００±１０ｎｍ（中心波長４０５ｎｍ）に制限された
青色狭帯域光ＢＮを発生する。青色狭帯域光源３３から発せられた青色狭帯域光ＢＮは、
この狭帯域用光ファイバ３５に入射する。
【００２７】
　カプラー３６は、電子内視鏡１１内のライトガイド４３と、広帯域用光ファイバ３４及
び狭帯域用光ファイバ３５とを連結する。これにより、白色光ＢＢ及び青色狭帯域ＢＮの
両方が、ライトガイド４３に同時に入射する。
【００２８】
　光源制御部３７は、励起光光源３０ａ及び青色狭帯域光源３３の光量を制御することに
より、白色光ＢＢと青色狭帯域光ＢＮの光量比を一定に保持する。光量比は光量比設定部
３７ａで設定される。光量比設定部３７ａにおいては、第１～第３観察モード毎に予め設
定されており、観察モード選択ＳＷ２９で選択された観察モードに対応する光量比に設定
する。第１観察モード時の第１光量比は、被検体内に照射される照明光のうち青色成分と
緑色成分が略同じとなるように、設定されている。この第１光量比で被検体内を照明した
場合には、被検体内を全体的に明るくできるとともに、表層血管などの表層に分布する部
位を明瞭化することができる。
【００２９】
　第２観察モード時の第２光量比は、照明光のうち青色成分が緑色成分よりも大きくなる
ように、設定されている。この第２光量比で被検体内を照明した場合には、表層血管と中
深層血管の両方を明瞭化することができる。また、第３観察モード時の第３光量比は、照
明光のうち緑色成分が青色成分よりも大きくなるように、設定されている。この第３光量
比で被検体内を照明した場合には、被検体内を全体的に明るくすることができる。なお、
第３光量比に設定する場合には、青色狭帯域光ＢＮの光量は、最大光量の１０％程度にす
ることが好ましい。
【００３０】
　電子内視鏡１１は、ライトガイド４３、ＣＣＤ４４、アナログ処理回路４５（ＡＦＥ：
Analog Front End）、撮像制御部４６を備えている。ライトガイド４３は大口径光ファイ
バ、バンドルファイバなどであり、入射端が光源装置内のカプラー３６に挿入されており
、出射端が先端部１６ａに設けられた照射レンズ４８に向けられている。ライトガイド４
３内で導光された白色光ＢＢ及び青色狭帯域光ＢＮは、照射レンズ４８及び先端部１６ａ
の端面に取り付けられた照明窓４９を通して、被検体内に照射される。被検体内で反射し
た白色光ＢＢ及び青色狭帯域光ＢＮは、先端部１６ａの端面に取り付けられた観察窓５０
を通して、集光レンズ５１に入射する。
【００３１】
　ＣＣＤ４４は、集光レンズ５１からの光を撮像面４４ａで受光し、受光した光を光電変
換して信号電荷を蓄積し、蓄積した信号電荷を撮像信号として読み出す。読み出された撮
像信号は、ＡＦＥ４５に送られる。また、ＣＣＤ４４はカラーＣＣＤであり、撮像面４４
ａには、Ｂ色、Ｇ色、Ｒ色のいずれかのカラーフィルターが設けられたＢ画素、Ｇ画素、
Ｒ画素の３色の画素が配列されている。なお、ＣＣＤ４４は、Ｂ画素、Ｇ画素、Ｒ画素の
比率が１：２：１のベイヤー配列にすることが好ましい。
【００３２】
　Ｂ色、Ｇ色、Ｒ色のカラーフィルターは、図５に示すような透過分布５２，５３，５４
を有している。波長領域が約４００～７００ｎｍである白色光ＢＢのみがＣＣＤ４４に入
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射した場合には、Ｂ色、Ｇ色、Ｒ色のカラーフィルターは、白色光ＢＢのうちそれぞれの
透過分布５２，５３，５４に応じた波長の光を透過する。ここで、Ｒ画素で光電変換され
た信号を赤色信号Ｒ、Ｇ画素で光電変換された信号を緑色信号Ｇ、Ｂ画素で光電変換され
た信号を青色信号Ｂとする。
【００３３】
　ＡＦＥ４５は、相関二重サンプリング回路（ＣＤＳ）、自動ゲイン制御回路（ＡＧＣ）
、及びアナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ）（いずれも図示省略）から構成されている。
ＣＤＳは、ＣＣＤ４４からの撮像信号に対して相関二重サンプリング処理を施し、ＣＣＤ
４４の駆動により生じたノイズを除去する。ＡＧＣは、ＣＤＳによりノイズが除去された
撮像信号を増幅する。Ａ／Ｄは、ＡＧＣで増幅された撮像信号を、所定のビット数のデジ
タルな撮像信号に変換してプロセッサ装置１２に入力する。
【００３４】
　撮像制御部４６は、プロセッサ装置１２内のコントローラー５９に接続されており、コ
ントローラー５９から指示がなされたときにＣＣＤ４４に対して駆動信号を送る。ＣＣＤ
４４は、撮像制御部４６からの駆動信号に基づいて、所定のフレームレートで撮像信号を
ＡＦＥ４５に出力する。
【００３５】
　図２に示すように、プロセッサ装置１２は、ベース画像生成部５５と、フレームメモリ
５６と、画像処理部５７と、表示制御回路５８を備えており、コントローラー５９が各部
を制御している。ベース画像生成部５５は、電子内視鏡のＡＦＥ４５から出力される青色
信号Ｂ、緑色信号Ｇ、赤色信号Ｒに各種信号処理を施すことによって、ベース画像を作成
する。作成されたベース画像はフレームメモリ５６に一時的に記憶される。また、ＡＦＥ
４５から出力される青色信号Ｂ、緑色信号Ｇ、赤色信号Ｒも、フレームメモリ５６に記憶
される。なお、ベース画像は、酸素飽和度などの血管機能情報を疑似カラー化した疑似カ
ラー画像などであってもよい。
【００３６】
　画像処理部５７は、Ｂ／Ｇ画像生成部６１と、血管抽出画像生成部６３と、血管強調・
抑制画像生成部６５とを備えている。Ｂ／Ｇ画像生成部６１は、青色信号Ｂ及び緑色信号
Ｇ間の輝度比Ｂ／Ｇ（Ｂ／Ｇ比）から構成されるＢ／Ｇ画像を生成する。ここで、Ｂ／Ｇ
比は、青色信号Ｂ及び緑色信号Ｇ間で、同じ位置にある画素の輝度比を示している。
【００３７】
　血管抽出画像生成部６３は、Ｂ／Ｇ画像に基づいて、表層血管を抽出した表層血管抽出
画像又は中深層血管を抽出した中深層血管抽出画像を生成する。これら血管抽出画像の生
成方法は、第１～第３観察モードのいずれに設定されているかによって、異なっている。
第１観察モードに設定されている場合には、この第１観察モード時の第１光量比に適した
第１光量比用テーブル６３aを用いて、表層血管抽出画像または中深層血管抽出画像を生
成する。第１光量比用テーブル６３aには、図５に示すような、輝度比Ｂ／Ｇと血管深さ
との相関関係が記憶されている。この相関関係は、血管深さが大きくなるほど輝度比Ｂ／
Ｇ（Ｂ／Ｇ比）も大きくなる比例関係となっている。
【００３８】
　第１観察モードにおいては、照明光のうち青色成分（Ｂ成分）と緑色成分（Ｇ成分）と
が略同じである。そのため、図６に示すように、血管が無い粘膜に照明光が照射された場
合、その戻り光のＢ成分、Ｇ成分の比率は略同じである。これは、粘膜では大きな光の吸
収がないためである。このときの平均的なＢ／Ｇ比をＰとすると、粘膜が示すＢ／Ｇ比は
、Ｌｓ～Ｐ～Ｌｄの一定範囲に収まっている。ここで、Ｌｓは、第１観察モードにおける
粘膜のＢ／Ｇ比の下限値であり、Ｌｄは第１観察モードにおける粘膜のＢ／Ｇ比の上限値
である。
【００３９】
　また、照明光が表層血管に照射された場合には、照明光のＢ成分が表層血管で大きく吸
収される一方で、Ｇ成分はほとんど吸収されない。そのため、Ｂ／Ｇ比は、ほとんどがＬ
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ｓ以下となる。したがって、Ｂ／Ｇ比がＬｓ以下の画素には、表層血管が写し出されてい
ることが分かる（即ちＬｓは粘膜と表層血管の境界値）。一方、照明光が中深層血管に照
射された場合には、照明光のＧ成分が中深層血管で大きく吸収される一方で、Ｂ成分はほ
とんど吸収されない。そのため、Ｂ／Ｇ比は、ほとんどがＬｄ以上となる。したがって、
Ｂ／Ｇ比がＬｄ以上の画素に、中深層血管が写し出されていることが分かる（即ちＬｄは
粘膜と中深層血管の境界値）。
【００４０】
　したがって、第１観察モードにおいて、表層血管抽出画像を生成する場合には、Ｂ／Ｇ
画像において、Ｂ／Ｇ比がＬｓ以下の画素の画素値のみを抽出し、それ以外の画素の画素
値を０とする二値化処理を行う。一方、中深層血管抽出画像を生成する場合には、Ｂ／Ｇ
画像において、Ｂ／Ｇ比がＬｄ以上の画素の画素値のみを抽出し、それ以外の画素の画素
値を０とする二値化処理を行う。
【００４１】
　また、第２観察モードに設定されている場合には、この第２観察モード時の第２光量比
に適した第２光量比用テーブル６３ｂを用いて、表層血管抽出画像または中深層血管抽出
画像を生成する。第２光量比用テーブル６３ｂは、上記第１光量比用テーブル６３aと同
様、図７に示すように、血管深さが大きくなるほど輝度比Ｂ／Ｇ（Ｂ／Ｇ比）も大きくな
る比例関係となっている。第２観察モードにおいては、図８に示すように、照明光のうち
青色波長成分（Ｂ成分）が緑色波長成分（Ｇ成分）よりも大きいため、Ｂ／Ｇ比は全体的
に高くなる。これに伴って、粘膜と表層血管の境界値Ｌｓ´は、第１観察モード時の境界
値Ｌｓよりも大きくなり、粘膜と中深層血管の境界値Ｌｄ´は、第１観察モード時の境界
値Ｌｄよりも高くなる。
【００４２】
　したがって、第２観察モードにおいて、表層血管抽出画像を生成する場合には、Ｂ／Ｇ
画像において、Ｂ／Ｇ比がＬｓ´以下の画素の画素値のみを抽出し、それ以外の画素の画
素値を０とする二値化処理を行う。一方、中深層血管抽出画像を生成する場合には、Ｂ／
Ｇ画像において、Ｂ／Ｇ比がＬｄ´以上の画素の画素値のみを抽出し、それ以外の画素の
画素値を０とする二値化処理を行う。
【００４３】
　また、第３観察モードに設定されている場合には、この第３観察モード時の第３光量比
に適した第３光量比用テーブル６３ｃを用いて、表層血管抽出画像または中深層血管抽出
画像を生成する。第３光量比用テーブル６３ｃは、上記第１光量比用テーブル６３aと同
様、図９に示すように、血管深さが大きくなるほど輝度比Ｂ／Ｇ（Ｂ／Ｇ比）も大きくな
る比例関係となっている。第３観察モードにおいては、図１０に示すように、照明光のう
ち緑色波長成分（Ｇ成分）は青色波長成分（Ｂ成分）よりも大きいため、Ｂ／Ｇ比は全体
的に低くなる。これに伴って、粘膜と表層血管の境界値Ｌｓ´´は、第１観察モード時の
境界値Ｌｓよりも小さくなり、粘膜と中深層血管の境界値Ｌｄ´´は、第１観察モード時
の境界値Ｌｄよりも小さくなる。
【００４４】
　したがって、第３観察モードにおいて、表層血管抽出画像を生成する場合には、Ｂ／Ｇ
画像において、Ｂ／Ｇ比がＬｓ´´以下の画素の画素値のみを抽出し、それ以外の画素の
画素値を０とする二値化処理を行う。一方、中深層血管抽出画像を生成する場合には、Ｂ
／Ｇ画像において、Ｂ／Ｇ比がＬｄ´´以上の画素の画素値のみを抽出し、それ以外の画
素の画素値を０とする二値化処理を行う。
【００４５】
　血管強調・抑制画像生成部６５は、表層血管抽出画像とベース画像とを合成することに
よって、表層血管が強調（または抑制）された表層血管強調・抑制画像を生成し、また、
中深層血管抽出画像とベース画像とを合成することによって、中深層血管が強調（または
抑制）された中深層血管強調・抑制画像を生成する。ここで、血管を強調する場合には、
表層血管抽出画像（又は中深層血管抽出画像）における各画素の画素値を数倍増加させた
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ものを、ベース画像の各画素の画素値に足し合わせる。また、血管を抑制する場合には、
表層血管抽出画像（又は中深層血管抽出画像）における各画素の画素値を数倍増加させた
ものを、ベース画像の各画素の画素値から減算する。
【００４６】
　表示制御回路５８は、血管強調・抑制画像をモニタ１４に表示する。例えば、図１１に
示すように、Ｂ／Ｇ画像から抽出した表層血管７１を血管強調・抑制画像上で強調してい
る場合には、表層血管７１は中深層血管７２よりも目立つため、表層血管７１のみに着目
した診断が可能となる。反対に、図１２に示すように、Ｂ／Ｇ画像から抽出した中深層血
管７２を血管強調・抑制画像上で強調している場合には、中深層血管７２は表層血管７１
よりも目立つため、中深層血管７２のみに着目した診断が可能となる。
【００４７】
　以上のように、Ｂ／Ｇ画像から着目する血管の画像のみを抽出し、その抽出した血管画
像を用いて血管強調・抑制画像を生成することによって、血管以外の部分、例えば観察部
位の凹凸などの情報を消すことなく、着目する血管部分のみを確実に強調・抑制処理する
ことができる。これにより、血管に加え観察部位の凹凸など診断に役立つ情報を数多くユ
ーザーに提供することができるため、診断能を向上させることができる。また、血管を表
層と中深層に分けて別々に抽出し、それぞれを個別に強調・抑制していることから、表層
血管に着目した診断や中深層血管に着目した診断が可能となる。
【００４８】
　次に、本発明の作用について、図１３に示すフローチャートを用いて説明する。まず、
第１～第３観察モードの中から、所定の観察モードに設定する。これにより、その所定の
観察モードに対応する光量比（白色光ＢＢと青色狭帯域光ＢＮの光量比）が設定される。
光源装置１３から発せられる白色光ＢＢ及び青色狭帯域光ＢＮは、ライトガイド４３を介
して、被検体内に同時に照射される白色光ＢＢ及び青色狭帯域光ＢＮは、設定された光量
比となるように、光量制御されている。被検体からの反射光は、カラーのＣＣＤ４４によ
り撮像される。この撮像により得られる青色信号Ｂ、緑色信号Ｇ、赤色信号Ｒから、ベー
ス画像を生成する。生成されたベース画像と青色信号Ｂ、緑色信号Ｇ、赤色信号Ｒは、フ
レームメモリ５６に一時的に記憶される。
【００４９】
　次に、Ｂ／Ｇ画像生成部６１において、青色信号Ｂ及び緑色信号Ｇ間の輝度比Ｂ／Ｇか
らなるＢ／Ｇ画像を生成する。このＢ／Ｇ画像から表層血管を抽出した表層血管抽出画像
が生成され、また、Ｂ／Ｇ画像から中深層血管を抽出した中深層血管抽出画像が生成され
る。これら血管抽出には、設定した光量比に対応する光量比用テーブルが用いられる。血
管抽出画像が生成されたら、表層血管抽出画像（または中深層血管抽出画像）のとベース
画像とから、表層血管（または中深層血管）が強調・抑制された血管強調・抑制画像が生
成される。生成された血管強調・抑制画像は、表示制御回路５８でモニタ表示可能な信号
に変換された後、図１１または図１２に示すように、モニタ１４に画像表示される。
【００５０】
　なお、青色成分が緑色成分よりも大きい照明光で被検体内の観察を行う第２観察モード
に設定されている場合には、モニタ表示用の画像を生成する際、撮像によって得られる画
像信号のうち、青色信号Ｂについては、映像信号のＢチャンネル及びＧチャンネルに割り
当て、緑色信号Ｇには映像信号のＲチャンネルに割り当てることが好ましい。この場合、
モニタ１４には、表層血管と中深層血管とが異なる色で表された疑似カラー画像が表示さ
れる。
【００５１】
　なお、上記実施形態においては、光源装置１３内の広帯域光源３０から白色光ＢＢを発
光したが、これに代えて、図１４に示すように、電子内視鏡１１の先端部１６ａに蛍光体
１００を設置し、その蛍光体３０ｂを、光源装置１３に設置した励起光光源１０１の励起
光で励起することによって、蛍光を発光させてもよい。この場合、蛍光と、蛍光体１００
に吸収されなかった励起光とが合波した光が、白色光ＢＢとして被検体内に照射される。
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なお、蛍光体１００は上記実施形態の蛍光体３０ｂと同様であり、励起光光源１０１は上
記実施形態の励起光光源３０ａと同様である。
【００５２】
　なお、上記実施形態においては、蛍光体からの白色光を被検体内に照射したが、これに
代えて、被検体内を照明する複数の照明光のうちの一部を、半導体光源からの光とし、そ
の他を、キセノンランプ等の白色光から波長分離した光としてもよい。この場合、例えば
、図１５に示す電子内視鏡システム１００が使用される。
【００５３】
　電子内視鏡システム１００は、電子内視鏡システム１０と比較すると、光源装置１１３
全体が光源装置１３異なっており、また、電子内視鏡１１１のＣＣＤ１０１は、モノクロ
のＣＣＤとなっている。また、電子内視鏡システム１００は、観察モードとして、青色光
、緑色光、赤色光の３色の照明光で被検体内を観察する通常観察モードと、青色狭帯域光
及び緑色光の２色の照明光で被検体内を観察する第１～第３特殊観察モードとを備えてい
る。
【００５４】
　第１～第３特殊観察モードは青色狭帯域光及び緑色光の光量が異なっており、第１特殊
観察モードでは青色狭帯域光と緑色光の光量は同じであり、第２特殊観察モードでは青色
狭帯域光の光量は緑色光の光量よりも大きく、第３特殊観察モードでは緑色光の光量が青
色狭帯域光の光量よりも大きい。即ち、第１～第３特殊観察モードは、上記実施形態の第
１～第３観察モードに略対応している。したがって、第１～第３特殊観察モードにおける
血管抽出方法は、第１～第３観察モードの場合と同様に行う。なお、それ以外については
、上記実施形態とほぼ同様であるので、詳細な説明は省略する。
【００５５】
　光源装置１１３は、白色光源ユニット１３０と、半導体光源ユニット１３１と、これら
を駆動制御する光源制御部１３２とを備えている。白色光源ユニット１３０は、白色光Ｂ
Ｂを放射するランプ本体１３０ａと、このランプ本体１３０の光路上に設けられた絞り１
３０ｂとを備えている。
【００５６】
　ランプ本体１３０ａは、キセノンランプ、ハロゲンランプ、メタルハライドランプなど
、赤色領域から青色領域（約４００～７００ｎｍ）にわたる広い波長域において発光スペ
クトルが連続する広帯域光（白色光）ＢＢを発生する。このランプ本体１３０ａは、光源
装置１１３の電源がＯＮの間、常時点灯する。絞り１３０ｂは、光源制御部１３２の駆動
制御によって、開度が調整される。この開度の調整に伴って、白色光ＢＢの光量が調整さ
れる。
【００５７】
　白色光ＢＢの光路には、ロータリフイルタ１３４が配置されている。図１６に示すよう
に、ロータリフイルタ１３４は、円板形状をしており、円周方向に３分割されて中心角が
１２０°の扇形の領域に、それぞれＢ、Ｇ、Ｒの光を透過するＢフイルタ部１３４ａ、Ｇ
フイルタ部１３４ｂ、Ｒフイルタ部１３４ｃの三色のカラーフイルタが設けられている。
【００５８】
　これらＢフイルタ部１３４ａ、Ｇフイルタ部１３４ｂ、Ｒフイルタ部１３４ｃは、図１
７に示すような分光透過率を有している。Ｂフィルタ部１３４ａは白色光ＢＢのうち青色
光（Ｂ色光）を透過させ、Ｇフィルタ部１３４ｂは白色光ＢＢのうち緑色光（Ｇ色光）を
透過させ、Ｒフィルタ部１３４ｃは白色光ＢＢのうち赤色光（Ｒ色光）を透過させる。こ
こで、Ｇフィルタ部１３４ｂの透過帯域は、Ｇ色光の中心波長が５３０nmとなるように設
定することが好ましい。波長５３０nm付近はヘモグロビンの吸光係数が高くなる領域であ
るため、この波長範囲の光を血管に照射することで、血管とそれ以外とのコントラストを
高めることができる。
【００５９】
　また、ロータリフイルタ１３４は、Ｂフイルタ部１３４ａ、Ｇフイルタ部１３４ｂ、Ｒ
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フイルタ部１３４ｃが選択的に白色光ＢＢの光路に挿入されるように回転自在に設けられ
ている。ロータリフイルタ１３４が回転すると、Ｂフイルタ部１３４ａ、Ｇフイルタ部１
３４ｂ、Ｒフイルタ部１３４ｃが順次白色光ＢＢの光路に挿入される。
【００６０】
　半導体光源ユニット１３１は、ＬＤ（Laser Diode）またはＬＥＤ（Light Emitting Di
ode
）からなる青色半導体光源１３１ａと、この青色半導体光源１３１ａを駆動する駆動部１
３１ｂを有する。青色半導体光源１３１ａは、中心波長４２０nmの青色狭帯域光ＢＮを発
光する（図１７参照）。波長４２０nm付近はヘモグロビンの吸光係数が高くなる領域であ
るため、この波長範囲の光を血管に照射することで、血管とそれ以外とのコントラストを
高めることができる。
【００６１】
　また、駆動部１３１ｂは光源制御部１３２に接続されている。光源制御部１３２は駆動
部１３１ｂを制御することによって、青色半導体光源１３１ａの点灯及び消灯と光量調整
を行う。なお、青色半導体光源１３１ａに用いるレーザダイオードとしては、ブロードエ
リア型のＩｎＧａＮ系、ＩｎＧａＮＡｓ系、ＧａＮＡｓ系のレーザダイオードを用いるこ
とができる。
【００６２】
　ロータリフィルタ１３４からのＢ色光、Ｇ色光、Ｒ色光と、青色半導体光源１３１ａか
らの青色狭帯域光ＢＮは、光合流部１３９で合流する。光合流部１３９はダイクロイック
ミラーで構成され、Ｂ色光、Ｇ色光、Ｒ色光をそのまま透過させるとともに、青色狭帯域
光ＢＮをを９０°屈曲させて、Ｂ色光、Ｇ色光、Ｒ色光の光路に合流させる。光合流部１
３９を経た光は、集光レンズ１３６を通して、ライトガイド４３に入射する。
【００６３】
　図１５に示すように、白色光源ユニット１３０とロータリフイルタ１３４の間には、シ
ャッタ板１４０が配置されている。シャッタ板４０は、青色狭帯域光ＢＮを電子内視鏡１
１に供給するときに、白色光ＢＢを遮光するものである。図１８に示すように、シャッタ
板１４０は、白色光ＢＢに対する遮光性を有する部材からなり、平面形状は、円形の一部
を切り欠いた形状をしている。
【００６４】
　具体的には、シャッタ板１４０は、２４０°の中心角を持つ遮光部１４０ａを有してお
り、残りの１２０°の部分が切り欠かれて白色光ＢＢを透過する透過部１４０ｂとなって
いる。シャッタ板１４０は、回転自在に設けられており、回転により、遮光部１４０ａと
透過部１４０ｂが交互に選択的に白色光ＢＢの光路に挿入されるようになっている。
【００６５】
　シャッタ板１４０は、ロータリフイルタ１３４とほぼ同じ半径を有しており、回転軸が
一致している。シャッタ板１４０の透過部１４０ｂの中心角は、ロータリフイルタ３４の
Ｂ、Ｇ、Ｒの各フイルタ部１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃの中心角とほぼ一致している。
なお、本例においては、透過部１４０ｂを切り欠きで形成しているが、白色光ＢＢを透過
する透明板で透過部１４０ｂを構成してもよい。
【００６６】
　また、シャッタ板１４０は、光源制御部１３２によって、回転が制御される。この回転
制御は、各観察モードによって異なる。通常観察モードにおいては、シャッタ板１４０は
、遮光部１４０ａが白色光ＢＢの光路から退避し、透過部１４０ｂが光路に挿入された状
態で停止している。したがって、白色光ＢＢは常時ロータリフィルタ１３４に入射する。
これに伴って、ロータリフィルタ１３４からは、Ｂ色、Ｇ色、Ｒ色の三色の光が順次出射
する。なお、通常観察モード時には、青色半導体光源１３は常時消灯している。
【００６７】
　これに対して、第１～第３特殊観察モードにおいては、シャッタ板１４０は、透過部１
４０ｂとＧフイルタ部１３４ｂの回転位相が一致するように、ロータリフイルタ１３４と
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同じ速度で回転する。これにより、透過部１４０ｂが白色光ＢＢの光路に挿入されて、遮
光部１４０ａが光路から退避している間、白色光ＢＢはＧフイルタ部３４ｂを透過してＧ
色光が生成される。Ｇ色光は、集光レンズ１３６を通過して電子内視鏡１１に供給される
。
【００６８】
　一方、遮光部１４０ａが白色光ＢＢの光路に挿入されて、透過部１４０ｂが光路から退
避している間、白色光ＢＢが遮光される。白色光ＢＢが遮光されている間に、青色半導体
光源１３１ａが点灯して、青色狭帯域光ＢＮが電子内視鏡１１に供給される。ＣＣＤ１０
１はモノクロの撮像素子であるため、シャッタ板１４０を設けることにより、青色狭帯域
光ＢＮと白色光ＢＢの混色が防止される。
【００６９】
　光源制御部１３２は、上記したように、白色光源ユニット１３０の絞り１３０ｂの開度
、半導体光源ユニット１３１の駆動部１３１ｂを制御する。この制御によって、ロータリ
フィルタ１３４からのＢ色光、Ｇ色光、Ｒ色光の光量と青色狭帯域光ＢＮの光量も調整さ
れる。ここで、第１～第３特殊観察モード時に使用するＧ色光と青色狭帯域光ＢＮの光量
比は、各特殊観察モード毎に予め定められている。光量比の設定は、上記実施形態と同様
に、光量比設定部１３２ａで行われる。この光量比設定部１３２ａは、観察モード選択Ｓ
Ｗ２９で選択された観察モードに対応する光量比に設定する。
【００７０】
　ここで、第１特殊観察モード時の第１光量比は、Ｇ色光と青色狭帯域光ＢＮの光量と同
じに設定される。第２特殊観察モード時の第２光量比は、青色狭帯域光ＢＮの光量がＧ色
光よりも大きくなるように、設定されている。第３観察モード時の第３光量比は、Ｇ色光
の光量が青色狭帯域光ＢＮの光量よりも大きくなるように、設定されている。
【００７１】
　電子内視鏡システム１００では、モノクロのＣＣＤ１０１とロータリフィルタ１３４を
使用しているため、ＣＣＤ１０１の撮像制御方法とベース画像５５でのベース画像生成方
法が、上記実施形態のＣＣＤ４４の場合と異なっている。通常観察モード時には、図１９
（Ａ）に示すように、ＣＣＤ１０１は、１フレームの取得期間内で、信号電荷を蓄積する
蓄積動作と、蓄積した信号電荷を読み出す読み出し動作が行なわれる。通常観察モードに
おいては、Ｂ、Ｇ、Ｒの三色の像光を順次撮像して、青色信号Ｂ、緑色信号Ｇ、赤色信号
Ｒを順次出力する。そして、これら３色分の信号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて、ベース画像が生
成される。以上の動作は、通常観察モードに設定されている間、繰り返し行われる。
【００７２】
　これに対して、第１～第３特殊観察モードにおいては、図１９（Ｂ）に示すように、青
色狭帯域光ＢＮが被検体内に照射されている２フレームの期間のうち、１フレームの期間
分だけ青色狭帯域光ＢＮの像光を撮像して、青色信号Ｂを順次出力する。一方、Ｇ色光が
被検体内に照射されている１フレームの照射期間は、Ｇ色光の像光を撮像して、緑色信号
Ｂを順次出力する。そして、これら２色分の信号Ｂ、Ｇに基づいて、ベース画像を生成す
る。以上の動作は、第１～第３特殊観察モードに設定されている間、繰り返し行われる。
なお、第１～第３特殊観察モード時において、ベース画像を生成する際には、青色信号Ｂ
をモニタ表示用のＢチャンネル、Ｇチャンネルに割り当て、緑色信号Ｇをモニタ表示用の
Ｒチャンネルに割り当てることが好ましい。
【００７３】
　なお、電子内視鏡システム１００では、第１～第３特殊観察モード時において、青色光
については半導体光源の光を使用し、緑色光については、白色光ＢＢを波長分離した光を
使用したが、反対に、緑色光については半導体光源の光を使用し、青色光については、白
色光を波長分離した光を使用してもよい。
【００７４】
　なお、上記実施形態においては、Ｂ／Ｇ比を使って表層血管と中深層血管の分離を行っ
たが、これに代えて、Ｇ／Ｂ比、Ｂ－Ｇ差、Ｇ－Ｂ差、Ｂ／（Ｂ＋Ｇ）比、Ｇ／（Ｂ＋Ｇ
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持つ２以上の色信号を用いた演算により得られる演算値によっても、それぞれの血管を分
離することができる。
【００７５】
　この演算値と血管深さとの関係は、上記実施形態と同様に、第１～第３観察モード（第
１～第３光量比）に対応した複数のテーブルに記憶されており、また、粘膜と表層血管と
の境界を示す演算値の境界値及び粘膜と中深層血管の境界を示す演算値の境界値は、各テ
ーブル毎に異なっている。例えば、Ｂ－Ｇ差（青色信号の画素値から緑色信号の画素値を
引いた値）の場合であれば、第１観察モード時に使用するテーブルには、図２０Ａに示す
ようなＢ－Ｇ差と血管深さとの関係が記憶されている。ここで、Ｌｓは粘膜と表層血管の
境界を示すＢ－Ｇ差を示しており、Ｌｄは粘膜と中深層血管の境界を示すＢ－Ｇ差を示し
ている。
【００７６】
　一方、第２観察モード時に使用するテーブルには、図２０Ｂに示すようなＢ－Ｇ差と血
管深さとの関係が記憶されている。このテーブルにおいては、粘膜と表層血管の境界部分
のＢ－Ｇ差Ｌｓ´はＬｓよりも大きく、また、粘膜と中深層血管の境界部分のＢ－Ｇ差Ｌ
ｄ´はＬｄよりも大きく設定されている。また、第２観察モード時に使用するテーブルに
は、図２０Ｃに示すようなＢ－Ｇ差と血管深さとの関係が記憶されている。このテーブル
においては、粘膜と表層血管の境界部分のＢ－Ｇ差Ｌｓ´´はＬｓよりも小さく、また、
粘膜と中深層血管の境界部分のＢ－Ｇ差Ｌｄ´´はＬｄよりも小さく設定されている。
【００７７】
　なお、Ｇ／Ｂ比は緑色信号を青色信号で除した値であり、Ｂ－Ｇ差は青色信号から緑色
信号を引いた値であり、Ｇ－Ｂ差は緑色信号から青色信号を引いた値であり、Ｂ／（Ｂ＋
Ｇ）比は青色信号を、青色信号と緑色信号の加算値で除した値であり、Ｇ／（Ｂ＋Ｇ）比
は緑色信号を、青色信号と緑色信号の加算値で除した値であり、Ｂ／Ｒ比は青色信号を赤
色信号で除した値であり、Ｒ／Ｂ比は赤色信号を青色信号で除した値であり、Ｂ－Ｒ差は
青色信号から赤色信号を引いた値であり、Ｒ－Ｂ差は赤色信号から青色信号を引いた値で
あり、Ｂ／Ｙ比は緑色信号を黄色信号で除した値である（黄色信号は５００～７００nmの
波長情報を持つ信号）。
【符号の説明】
【００７８】
１０　電子内視鏡システム
１４　モニタ
３０　広帯域光源
３３　狭帯域光源
５７　画像処理部
６１　Ｂ／Ｇ画像生成部
６３　血管抽出画像生成部
６３ａ　第１光量比用テーブル
６３ｂ　第２光量比用テーブル
６３ｃ　第３光量比用テーブル
６５　血管強調・抑制画像生成部
７１　表層血管
７２　中深層血管
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